
議案第５２号 

 

   上益城広域連合の処理する事務及び規約の一部変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により、

上益城広域連合の処理する事務を変更し、上益城広域連合規約（平成１１年熊

本県指令市町村第２４号）の一部を次のとおり変更する。 

 

  令和元年９月５日提出 

 

山都町長  梅田  穰 

 

 

  上益城広域連合規約の一部を変更する規約 

上益城広域連合規約（平成１１年熊本県指令市町村第２４号）の一部を次の

ように変更する。 

 第４条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

（５） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に

基づく一般廃棄物処理施設の設置に関すること。 

 第５条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号 

を加える。 

（７） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設の設

置に関すること。 

 別表に次のように加える。 

 

附 則  

この規約は、令和２年４月１日から施行する。 

  

 

 

（提案理由） 

 広域連合の処理する事務を変更し、規約を変更しようとするときは、地方自

治法第２９１条の１１の規定により議会の議決を経る必要があります。 

 これが、この議案を提出する理由です。 

用地取得に要する経費 均等割 １００％ 

一般廃棄物処理施設建設に要する経

費（用地取得に要する経費を除く。） 

関係町の人口、施設の利用度等を基準

として関係町が協議して定める。 



 

 上益城広域連合の処理する事務及び規約の一部変更に関する協議書 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により、 

上益城広域連合の処理する事務を変更し、上益城広域連合規約（平成１１年熊

本県指令市町村第２４号）の一部を次のとおり変更する。 

  令和元年９月３０日 

 

                 山都町長  梅田  穰   

 

 

上益城広域連合規約の一部を変更する規約 

上益城広域連合規約（平成１１年熊本県指令市町村第２４号）の一部を次の

ように変更する。 

 第４条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

（５） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に

基づく一般廃棄物処理施設の設置に関すること。 

 第５条中第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号 

を加える。 

（７） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく一般廃棄物処理施設の設

置に関すること。 

 別表に次のように加える。 

 

附 則  

この規約は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用地取得に要する経費 均等割 １００％ 

一般廃棄物処理施設建設に要する経

費（用地取得に要する経費を除く。） 

関係町の人口、施設の利用度等を基準

として関係町が協議して定める。 



 

理 由 書 

 

 

熊本県中央一般廃棄物処理施設整備促進協議会が、令和２年４月１日から上

益城広域連合へ事務移管するため、上益城広域連合の処理する事務及び規約の

一部を変更する必要がある。 
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表

 

変
更
後
（
新
）

 
変
更
前
（
旧
）

 

（
広
域
連
合
の
処
理
す
る
事
務
）

 

第
4
条
 
広
域
連
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
。

 

 （
１
）

 ～
（
４
）
 
（
略
）

 

（
５
）

  
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
４
５
年
法
律
第
１
３
７

号
）
に
基
づ
く
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
６
）
 
広
域
的
な
課
題
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

 

 （
広
域
連
合
の
作
成
す
る
広
域
計
画
の
項
目
）

 

第
５
条
 
広
域
連
合
の
作
成
す
る
広
域
計
画
に
は
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
記
載
す
る
も

の
と
す
る
。

 

（
１
）
～
（
６
）
 
 
（
略
）

 

（
７
）
 
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
一
般
廃
棄
物
処
理
施

設
の
設
置
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
８
）
 
広
域
的
な
課
題
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
９
）
 
広
域
計
画
の
期
間
及
び
改
定
に
関
す
る
こ
と
。

 

別
表
（
第

17
条
関
係
）

 

経
費

区
分

 
負

担
割

合
 

（
略
）

 
（
略
）

 

介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
関
す
る
審
査

会
設
置
運
営
費

 

均
等
割
 
20
％
 

区
分
審
査
件
数
割
 
80
％

 

用
地
取
得
に
要
す
る
経
費

 
均
等
割
 

1
0
0
％

 

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
建
設
に
要
す
る

経
費
（
用
地
取
得
に
要
す
る
経
費
を
除

く
。）

 

関
係
町
の
人
口
、
施
設
利
用
度
等
を
基

準
と
し
て
関

係
町
が
協

議
し

て
定
め

る
。

 
 

（
広
域
連
合
の
処
理
す
る
事
務
）

 

第
４
条
 
広
域
連
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
。

 

 （
１
）

 ～
（
４
）
 
（
略
）

 

  （
５
）
 
広
域
的
な
課
題
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
広
域
連
合
の
作
成
す
る
広
域
計
画
の
項
目
）

 

第
５
条
 
広
域
連
合
の
作
成
す
る
広
域
計
画
に
は
、
次
の
項
目
に
つ
い
て
記
載
す
る
も

の
と
す
る
。

 

（
１
）
～
（
６
）
 
 
（
略
）

 

  （
７
）
 
広
域
的
な
課
題
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
８
）
 
広
域
計
画
の
期
間
及
び
改
定
に
関
す
る
こ
と
。

 

別
表
（
第

17
条
関
係
）

 

経
費

区
分

 
負

担
割

合
 

（
略
）

 
（
略
）

 

介
護
給
付
費
等
の
支
給
に
関
す
る
審
査

会
設
置
運
営
費

 

均
等
割
 
20
％
 

区
分
審
査
件
数
割
 
80
％

 

 

 

 


